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第１１回伊万里市農業委員会会議 

 

 

１．日  時   平成２５年１１月１日（金） 

開会 午後１時３０分 

閉会 午後３時００分 

 

２．場  所   市役所大会議室（４階） 

 

３．出  席   ２３名 

 

４．欠  席    ０名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ １１ 平 山  修 ○ ２１ 副 島  博 司 ○ 

２ 松 尾  直 一 ○ １２ 橋口 忠次郎 ○ ２２ 中 島  善 重 ○ 

３ 前 田  英 司 ○ １３ 森  登 喜 男 ○ ２３ 井手 憲一郎 ○ 

４ 福 田  義 晴 ○ １４ 内 海  敏 光 ○    

５ 齊 藤  厚 男 ○ １５ 梅 崎  義 純 ○    

６ 池 田  良 一 〇 １６ 藤 森  秀 喜 ○    

７ 藤 田  勉 〇 １７ 前田 國太郎 ○    

８ 市 丸  和 男 ○ １８ 土 井  末 義 ○    

９ 西 山  哲 ○ １９ 前田 儀三郎 ○    

１０ 岩 永  孝 雄 ○ ２０ 竹 本 照 雄 ○    

 

 

議事録署名者    ８番   市丸 和男 

 

  １６番   藤森 秀喜 



2 

 

５．事務局職員 

 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

事務局長 力 武 浩 和 農地係長 原  利 彦 

農地係員 久 保 克 明   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

 

議案 第６０号 農地法第５条の申請について             （ ３件） 

議案 第６１号 農地法第 4条の申請について            （  ６件） 

議案 第６２号 農地法第３条の申請について            （  ５件） 

議案 第６３号 
農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]について 

                   （利用権設定 通年 ８件）                                  

 

８．報告事項 

 

報告 第２１号 農地法第１８条第６項通知の受理について       （  １件） 

報告 第２２号 農地の形質変更工事計画変更届出について       （  ２件） 

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 みなさん、こんにちは。 

（挨拶） 

議長 それでは、ただいまより第１１回農業委員会会議を開会します。 

本日の会議は、全員出席で欠席者はありません。 

 

次に、議事録署名人のご依頼を申し上げます。 

今回は８番 市丸委員、１６番 藤森委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

本日の議案数は、４つです。 

第６０号 農地法第５条の申請について       ３件 

第６１号 農地法第４条の申請について       ６件 

第６２号 農地法第３条の申請について       ５件 

第６３号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業] 

について 

利用権設定 通年       ８件 

また、報告事項は、２つです。 

第２１号 農地法第１８条第６項通知の受理について １件 

第２２号 農地の形質変更工事計画変更届出について ２件 

となっております。 

議長 それでは、議事に入ります。 

第６０号 農地法第５条の申請について 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 第６０号 農地法第５条の申請の申請３件について御説明します。 

議案の１ページ、４３番になります。 
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図面は、案内図と字図が１ページ、土地利用計画図が２ページになります。 

申請地は、立花町金谷地区です。 

譲受人が、駐車場を建設するための申請です。 

 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある農地に

該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の１ページ、４４番になります。 

 

図面は、案内図と字図が３ページ、土地利用計画図と雨水排水計画図が４

ページになります。 

 

申請地は、黒川町小黒川地区です。 

借受人が、太陽光発電施設を建設するための申請です。 

この案件につきましては、申請前に工事を着工していたことに対し始末書

を添付しております。 

 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある農地に

該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の１ページ、４５番になります。 
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図面は、案内図と字図が５ページ、土地利用計画図が６－１ページ、平

面図が６－２ページになります。 

 

申請地は、二里町大里地区です。 

借受人が、工事現場事務所及び駐車場を設置するための申請です。 

 

農地区分は申請地が二里公民館から約２８０mの位置に立地しているため、

第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）の aの（b）のⅲ、

市役所の支所から概ね３００m以内にある農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

議案第６０号農地法第５条の申請は以上３件です。 

議長 それでは、農地法第５条４３番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 この現場は伊万里の自動車学校から見て４００～５００ｍくらいというこ

とでございます。畑は荒れていたのでユンボで地ならしをしていたところ、

隣の人が何も使わないなら、駐車場にお願いしたいということでございま

して、農地転用にかけられました。周辺が住宅で前は道で、別に何も問題

ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 ４３番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

続きまして、４４番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 場所は黒川町でございますが、２０４号線の西側にあたるとこです。そこ

にはコメリができておりますが、その西側にあたるところです。区長さん、
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生産組合長さん、また隣接の同意も頂いていらっしゃいました。私も差し

支えないと思って捺印を致しました。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ４４番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

続きまして、４５番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 図面の５ページを開いていただきまして、皆さんご存知かと思いますが、

今二里小学校が改築されております。それで６ページを開けて頂きますと、

浦山、梅崎と書いてあるところが、これが３ベンチャーの建築の方が工事

現場に借りておられます。その北側ですか東側ですかそちらの方に作業用

あるいは駐車場等の一時転用に貸していただけないでしょうかという話が

ありまして、とにかく私よりも区長さん、生産組合長さんに話をしていた

だいて、私の方に回ってきまして、地権者も周辺の方も特に問題ないと言

う事で、一時転用ということで私の方も署名捺印したところです。 

 

事務局 補足説明ですが、図面の６の１のほうを見て頂きたいと思いますが、今回

の一時転用ですけれども、この一筆の中で耕作エリアというのが道沿いの

ところで示してあるかと思います。こちら現在コスモスを植えているとこ

ろでございます。この分については、そのまま残すということでお話があ

っておりますので、今議案のほうの１ページの４５のほうには土地の表示

の面積を９８１でございますが、このうち７５８㎡が一時転用の面積とな

ります。そちらの内表示が抜けておりますので、ご記入をお願いします。

そして、その横の施設の概要および面積のところの進入路等のところが今

５１０㎡ということで表示をしておりますがこちらが２８７㎡ということ

になります。 
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議長 ４５番について、ご意見、ご質問はございませんか。 

＜なし＞ 

 

無いようですので、 

議案第６０号 農地法第５条の申請 ３件 

について承認を戴きましたので、許可相当として意見を付して県へ進達し

ます。 

 

続きまして、議案第６１農地法第４条の申請について事務局から説明をお

願いします。 

事務局 議案第６１号農地法第４条の申請６件について御説明します。 

 

議案の２ページ、１５番になります。 

図面は、案内図と字図が７ページ、土地利用計画図が８ページ、平面図が

６ページになります。 

申請地は、立花町富士町地区です。 

申請人が、共同住宅を建設するための申請です。 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある農地に

該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の２ページ、１６番になります。 

 

図面は、案内図と字図が１０ページ、土地利用計画図が１１ページ、平面

図が１２ページと１３ページになります。 
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申請地は、立花町渚地区です。 

申請人が、一般住宅を建設するための申請です。 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある農地に

該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の２ページ、１７番になります。 

 

図面は、案内図と字図が１４ページになります。 

 

申請地は、大川内町岩谷地区です。 

申請人が、植林をするための申請です。なお、許可を得ずに植林をして

いたことに対して始末書が添付されております。 

 

農地区分は申請地が第２種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のカの

（ア）、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地に該当します。 

許可基準としましては、植林により代替地の検討をすることができないた

め、第２の１の（１）のカの（イ）、周辺の他の土地に立地することが困難

な場合は許可し得るに該当します。 

 

続きまして、議案の２ページ、１８番になります。 

図面は、案内図と字図が１５ページ、土地利用計画図が１６ページになり

ます。 
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申請地は、二里町東八谷搦地区です。 

申請人が、駐車場を建設するための申請です。 

農地区分は第３種農地の区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある農地に

該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の２ページ、１９番になります。 

 

図面は、案内図と字図が１７ページ、土地利用計画図が１８ページ、平面

図が１９ページになります。 

 

申請地は、二里町大里地区です。 

申請人が、共同住宅を建設するための申請です。 

農地区分は、申請地は水管下水管２種類以上が埋設されている道路の沿道

の区域で５００ｍ以内に二里小学校と医療施設があるため、第３種農地の

農地区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）のａの（ａ）に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

続きまして、議案の２ページ、２０番になります。 

 

図面は、案内図と字図が２０ページ、土地利用計画図が２１ページになり

ます。 

 

申請地は、東山代町里地区です。 



10 

 

申請人が、自宅への進入路を建設するための申請です。 

農地区分は、農地区分は申請地が東山代公民館から約１６０ｍ、に立地し

ているため、第３種農地の農地区分要件、第２の１の（１）のエの（ア）

のａの（ｂ）のⅰ、市役所の支所、鉄道の駅から概ね３００ｍ以内にある

農地に該当します。 

許可基準としましては、第２の１の（１）のエの（イ）、許可し得るに該当

します。 

 

議案第６１号農地法第４条の申請については以上６件です。 

議長 それでは、１５番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 １５番の件につきまして説明をしたいと思います。場所はちょうどこの市

庁舎の裏側になります。この字図を見て頂けばわかりますように、前に申

請が出ている１２４０－２と１２４０－５に自分の今の自宅を移して、そ

こに家を移すと、そして今の自宅を潰してアパートを建てたいということ

でございました。それで、区長さんまた生産組合長さんも承諾印を押して

いただき、別に問題ないと判断いたしまして私も承諾印を押したところで

ございます。 

 

議長 

 

１５番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、続きまして、１６番について担当委員から説明を

お願いします。 

 

担当委員 自分の宅地が今度県道の拡幅工事が計画をされておりますので、どうして

もかかるということでございます。場所については渚公民館の横になると

ころでございますけれども、ちょうど川が流れております。その横に水田、
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がございまして、そこにしたいということでございました。保全管理をさ

れております。横には水田があり作付もされておりましたけれど、区長さ

ん、生産組合長さんに隣接者の承諾印もございましたので、別に問題ない

と判断をいたしまして、私も承諾印をおしたところでございます。どうか

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 

１６番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特にないようですので、 

それでは、１７番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 説明図面は１４ページになっております。ここは周囲全体がミカン山でご

ざいましたけれども、ミカンの暴落によって耕作ができず、周囲にありま

したヒノキ等がだんだん大きくなって藪的になっておりまして、耕作放棄

地の調査のときも何回も市役所の方と現場を見たところです。この前の時

の調査資料に基づいて、本人に畑に戻したらどうかと話をしていたところ、

植林での申請となっております。 

 

議長 

 

 

１７番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

特に無いようですので、それでは、１８番について担当委員から説明をお

願いします。 
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担当委員 場所は１５ページを開いて頂きますと、搦の警察の手前の信号機のところ

に、パチンコ屋が２つありますけれど、そこの信号機、こちらの国見台の

方から入っていきますと、右側に右折していただいて、すぐにガソリンス

タンドがありますけれどもそちら側の方になります。ここは３世代、今２

世代お住みですけれども、孫が帰ってくるということで、どうしても駐車

場が足りなくなりますということで、急遽駐車場にするということで私の

方に相談がありまして、別にここは問題ないだろうということで私も捺印

したところです。 

 

議長 

 

１８番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

それでは、１９番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 場所は１７ページを開いて頂きますと、国見台のほうから国見トンネルの

ほうに抜けるバイパスなんですけれども、以前マルキョウの裏にアパート

を造られるときにも皆さんに協議していただきましたけれども、その道を

挟んで反対側の方にも約一反弱の農地がありまして、そこにもまたアパー

トを造るよということで計画されまして、その前に、以前も言ったかと思

いますけれども大里区のほうは、役員会において役員会で承諾されて生産

組合長さんの印鑑を頂いてということで承諾しますので、その旨通って私

の方にも業者の方がお見えになって、こういう感じで印鑑頂いております

という通知書も頂いております、了解していただいおりますということで

私の方に来ました。上下水道も通っておりますし、問題ないということで

私も印鑑を押したところでございます。 
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議長 

 

１９番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

 

それでは、２０番について担当委員から説明をお願いします。 

 

担当委員 資料、字図は２０ページにございます。ちょうど青幡神社に通ずる道路の

周辺でございます。裏側には正福寺もあるということで、進入道路をつく

るということでございました。周辺も別に問題があるようなところではな

かったので大丈夫だろうということで生産組合長の印鑑も頂いておりまし

たので私も問題と思いましたので捺印いたしました。 

 

議長 

 

２０番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６１号農地法第４条の申請６件について承認を

戴きましたので、許可相当として意見を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第６２号農地法第３条の申請について事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局 議案第６２号農地法第３条の申請５件について説明します。 

議案は３ページから４ージになります。 

議案の７０番から７４番まで申請事由や経営状況等を掲げております。 

全て農地法第３条第２項の各号には該当しないため、全部効率利用要件、

農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たしておりま

す。 

農地法第３条の申請についての説明は以上です。 
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議長 

 

それでは、事務局より説明がありましたが、農地法第３条の申請について

は一括審議となっておりますので、議案の３ページから４ページを見てい

ただき、御意見、御質問がありましたら、挙手をお願いします。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６２号農地法第３条の申請５件については許可

相当とします。 

 

続きまして、議案第６３号農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事

業]について、まずは利用権設定通年についての説明を事務局からお願いし

ます。 

事務局 議案第６３号農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]の利用権設

定の通年８件について、御説明します。議案の５ページに明細書を掲げて

おりますのでそちらを御覧ください。 

今回は借受人が７名、貸付人が８名で、面積は、田が１８，００８㎡、畑

が１８，７９６㎡です。利用目的、利用権設定期間、借賃などは明細書に

記載しているとおりです。申出書を６～１０ページに掲げております。 

農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]の利用権設定通年につい

ては以上８件です。 

 

議長 議案第６３号農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]の利用権設

定の通年８件について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第６３号農用地利用集積計画[農業経営基盤強

化促進事業]の利用権設定の通年８件については申出のとおりに決定し

ます。 
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 それでは議案についての審議は以上になりますので、続きまして報告事項

に移ります。 

 

報告第２１号農地法第１８条第６項通知の受理について、事務局から報

告をお願いします。 

 

事務局 報告第２１号農地法第１８条第６項通知の受理２件について御説明しま

す。 

議案の１１ページを御覧ください。 

２１番につきましては、貸人の都合により、合意解約をされます。解約後

は、今回、農地法第５条４４番として５条の申請が出ております。２２番

につきましては、訂正になりますが、賃借人の住所が山代町脇野になって

おりますが、東山代町脇野の誤りでありまして、訂正をお願いいたします。

今回の件については、借人の都合により、合意解約をされます。解約後は

貸借をされる予定で今回、別の方から利用権設定の申請が出ております。 

 

報告第２１号については以上２件です。 

 

議長 

 

報告第２１号農地法第１８条第６項通知の受理２件について、御質問はご

ざいませんか。 

＜なし＞ 

特にないようですので報告第２２号農地の形質変更工事計画変更届出２件

について事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 報告第２２号農地の形質変更工事計画変更届出２件について御説明しま

す。 

この２件の届出については、申請地どうしが隣接しており、かつ工事計画
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も同一のものになりますので、併せて説明をしたいと思います。 

議案の１２ページ、５番と６番になります。 

申請地は立花町東円蔵寺地区です。 

こちらは今年の５月に形質変更届が出ておりましたが、今回、工事施工業

者を変更されたための届出です。工事計画及び工事期間の変更はありませ

ん。 

 

報告第８号については以上２件です。 

 

議長 

議長 

報告第２２号農地の形質変更工事計画変更届出２件について御質問はござ

いませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、これで報告事項を終了します。 

 

これで第１１回農業委員会を閉会します。 

 

 ＜＜＜ 議事終了 ＞＞＞ 

 


